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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年8月22日(2019.8.22)
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   Ｇ０３Ｂ   17/04     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月9日(2019.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部との位置関係を変更可能な第１の表示部と、
　接眼ファインダと、
　前記接眼ファインダへの物体の近接を検出する近接検出手段と、
　前記第１の表示部の位置が、前記本体部に前記第１の表示部の表示面が対向しない状態
で格納されている第１の位置である場合は、前記近接検出手段で第１の距離よりも物体が
近接したことを検出した場合に前記接眼ファインダ内の第２の表示部への表示を開始する
ように制御し、前記本体部に前記第１の表示部の表示面が対向する状態で格納されている
第２の位置である場合は、前記近接検出手段で前記第１の距離よりも遠い第２の距離より
も物体が近接したことを検出した場合に前記接眼ファインダ内の前記第２の表示部への表
示を開始するように制御する制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記近接検出手段が物体の近接を検出するための閾値を設定する設定手段をさらに有し
、
　前記制御手段は、前記閾値を変更することで前記第１の表示部と前記第２の表示部の表
示を制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記本体部に対する前記第１の表示部の位置を検出する位置検出手段をさらに有するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　画像を撮像する撮像手段をさらに有し、
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　前記第１の表示部が前記第２の位置である場合、前記物体が前記第１の距離より遠くか
つ前記第２の距離より近い間は、前記制御手段は、前記第１の位置の場合よりも低いフレ
ームレートで画像を撮像するように前記撮像手段を制御することを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第１の表示部が前記第２の位置の場合、前記物体が前記第１の距離より遠くかつ前
記第２の距離より近い間は、前記制御手段は、前記第１の位置の場合よりも低いフレーム
レートで画像を表示するように制御することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１の表示部が前記第２の位置の場合に、前記物体が前記第１の距離より近づいた
ならば、前記制御手段は、前記第１の表示部が前記第１の位置の場合と同じフレームレー
トに設定することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記本体部に前記第１の表示部が格納されていない状態であって前記第１の表示部の表
示面が撮影者側に向いている第３の位置である場合は、前記設定手段は、前記閾値を前記
第１の位置の場合よりも近い距離に設定することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置
。
【請求項８】
　前記本体部に前記第１の表示部が格納されていない状態であって前記第１の表示部の表
示面が撮影者側に向いていない第４の位置である場合は、前記設定手段は、前記閾値を前
記第１の位置の場合よりも近い距離に設定することを特徴とする請求項２に記載の撮像装
置。
【請求項９】
　前記本体部に前記第１の表示部が格納されていない状態であって前記第１の表示部の表
示面が撮影者側に向いていない第４の位置の場合は、前記設定手段は、前記閾値を前記第
３の位置の場合よりも近い距離に設定することを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記本体部に前記第１の表示部が格納されていない状態であって前記第１の表示部の表
示面が撮影者側に向いていない第４の位置の場合は、前記設定手段は、前記閾値を前記第
１の位置の場合よりも遠い距離に設定することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記第１の表示部の位置が前記第１の位置である場合は、前記近接検
出手段で前記第１の距離よりも物体が近接したことを検出した場合に前記第１の表示部を
オフするとともに前記接眼ファインダ内の第２の表示部への表示を開始するように制御す
ることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　本体部との位置関係を変更可能な第１の表示部と、接眼ファインダと、前記接眼ファイ
ンダへの物体の近接を検出する近接検出手段と、を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記第１の表示部の位置が、前記本体部に前記第１の表示部の表示面が対向しない状態
で格納されている第１の位置である場合は、前記近接検出手段で第１の距離よりも物体が
近接したことを検出した場合に前記接眼ファインダ内の第２の表示部への表示を開始する
ように制御し、
　前記本体部に前記第１の表示部の表示面が対向する状態で格納されている第２の位置で
ある場合は、前記近接検出手段で第１の距離よりも遠い第２の距離よりも物体が近接した
ことを検出した場合に前記接眼ファインダ内の前記第２の表示部への表示を開始するよう
に制御することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１から１１のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
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【請求項１４】
コンピュータを、請求項１から１１のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　また、バリアングル表示部１０５の姿勢が図３（ｂ）の閉位置であった場合は、接眼検
知部１０８の検出閾値Ｔｈは図４（ｂ）の第２の閾値Ｔｈ２に設定される。バリアングル
表示部１０５が閉位置の場合、ユーザはバリアングル表示部１０５をモニタすることがで
きないため、接眼ファインダ１０７で被写体などをモニタする可能性が極めて高い。そこ
で、第２の閾値Ｔｈ２を第１の閾値Ｔｈ１より大きい値、すなわち、第１の閾値Ｔｈ１と
比べてカメラから遠い値に設定する。これにより、第１の閾値Ｔｈ１の場合よりも早く接
眼が検出されるので、接眼ファインダ１０７の表示がオンされるタイミングを早めること
ができる。第１の閾値Ｔｈ１との相対的な位置関係がわかりやすいように図４（ｂ）には
第２の閾値Ｔｈ２の位置も図示されている。第２の閾値Ｔｈ２は、例えば２０ｃｍ程度に
設定される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　さらに、バリアングル表示部１０５の姿勢が図３（ｃ）の開位置であった場合は、接眼
検知部１０８の検出閾値Ｔｈは図４（ｃ）の第３の閾値Ｔｈ３に設定される。バリアング
ル表示部１０５が開位置の状態は、一般的にハイアングルやローアングルでの撮影に使用
されるため、図３（ｂ）の閉位置や図３（ａ）の反転閉位置と比べて接眼ファインダ１０
７をモニタとして使用する可能性が低い。そこで、第３の閾値Ｔｈ３を第１の閾値Ｔｈ１
より小さい値、すなわち、第１の閾値Ｔｈ１と比べてカメラに近い値に設定する。これに
より、第１の閾値Ｔｈ１の場合よりも接眼が遅く検出されるので、ユーザの腕やカメラの
ストラップ等の誤検出によるモニタ手段の切り替わりを防ぐことができる。第１の閾値Ｔ
ｈ１との相対的な位置関係がわかりやすいように図４（ｃ）には第３の閾値Ｔｈ３の位置
も図示されている。第３の閾値Ｔｈ３は、例えば７．５ｃｍ程度に設定される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　さらにまた、バリアングル表示部１０５の姿勢が図３（ｄ）の反転開位置であった場合
は、接眼検知部１０８の検出閾値Ｔｈは図３（ｄ）の第４の閾値Ｔｈ４に設定される。バ
リアングル表示部１０５が反転開位置の状態は、一般的に自分撮りなどに使用されるため
、図３（ａ）の反転閉位置や図３（ｃ）の開位置と比べてさらに接眼ファインダ１０７を
モニタ手段として使用される可能性が低い。そこで、第４の閾値Ｔｈ４を第１の閾値Ｔｈ
１や第３の閾値Ｔｈ３より小さい値、すなわち、第１の閾値Ｔｈ１や第３の閾値Ｔｈ３と
比べてカメラにさらに近い値に設定する。これにより、第３の閾値Ｔｈ３の場合よりもさ
らに接眼が遅く検知されるので、自分撮りを行うユーザの腕やカメラのストラップ等の誤
検出によるモニタ手段の切り替わりを防ぐことができる。第１の閾値Ｔｈ１や第３の閾値
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Ｔｈ３との相対的な位置関係がわかりやすいように図４（ｄ）には第４の閾値Ｔｈ４の位
置も図示されている。第４の閾値Ｔｈ４は、例えば５ｃｍ程度に設定される。
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